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令和元年度 第７回大和市子ども・子育て会議 会議録 

 

日時：令和２年１月２７日（月）午後２時～ 

場所：保健福祉センター５０１会議室 

 

１．開会 

 

２．あいさつ 

 

３．議事 

（１）第二期子ども・子育て支援事業計画（素案）に対する市民意見公募結果について（報告） 

事務局：（資料に基づき、第二期子ども・子育て支援事業計画（素案）に対する市民意見公

募結果について報告） 

会 長：ただいまの説明について、ご意見・ご質問がありましたらお願いします。 

 

委 員：３ページ（３）の市の考え方で、ファミリーサポートセンター事業について記載さ

れている部分について。「生後０日から小学校６年生までを対象としてサービスを

提供」とあるが、生後０日という部分に少し違和感を覚える。何歳からでも利用で

きるという意味だと理解できるが、実際に０日で利用することはないのではないか。 

委 員：０日で預かった事例はないが、生後 14日ぐらいで預かったことはある。ほとんど

のお母さんは生後５日ぐらいまでは病院にいるので、サービスを利用するとして

も、早くて生後１週間ぐらいだと思う。 

事務局：ファミリーサポートセンター事業については、これまでも、「生後０日から小学校

６年生まで」と周知を図っているため、今回の表現についてもそのままとしたい。 

委 員：出産も手伝ってもらえるというイメージにならないように、という懸念から質問を

させていただいた。その部分が混乱しないように注意してほしい。 

 

委 員：２点お伺いしたい。１点目は３ページの市の考え方の部分で、「管理栄養士の食に

関する相談が気軽にできる機会として「たべよう会」を定期的に開催しています。」

とあるが、これはどのような会なのか。もう１点は、４ページの１番、「ボール遊

びできる場所が少ない」に対する市の考え方で、これまで市はボール遊びができる

公園を整備し、充実に努めてきていると思うので、具体的な整備状況を記載したほ

うがよいのではないか。前向きにボール遊びができる公園を整備しているという点

をアピールしたほうがよい。 

事務局：１点目の質問について。「食べよう会」は、各公立保育園で実施し、地域の子育て

中の保護者に、実際にお子さんと一緒に保育園の給食を食べてもらいながら、食に
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関する困りごとを含めた相談の場としており、月に１回程度、実施している。実際

に公立保育園の給食の献立を作成している管理栄養士も出向き、市民の方と直接話

をする機会としている。 

委 員：どれくらいの方が参加されているか。 

事務局：それぞれの保育園で周知しており、参加組数については、給食数の問題もあり、１

回あたり３組までとしている。ちなみに昨年度は６２組の親子が参加していた。 

事務局：２点目の質問について。ボール遊びができる公園については、整備が始まって間も

ないが、そういった公園がなかったところから整備を進めてきた背景があるので、

記載内容についてはもう一度考えたい。 

委 員：ボール遊びができる公園は、既に整備されているところもあるので、具体的に記載

してもよいのではないか。既に何か所整備されていて、これから何か所増えるのか

など具体的に記載し、整備が進んでいることが周知されればよいと思う。 

 

委 員４ページの３番、計画全般・その他の１番について、「働いている、働いていないに

関わらず、線引きのない支援を求める」という意見に対し、「さまざまな子育て支

援策を積極的に行っている」と市の考え方が示されているが、“さまざまな”とい

う部分が分かりにくい。私も働いていなかったが、市では就労支援ばかり実施して

いるイメージがあり、具体的に就労支援以外の子育て支援について、どのようなこ

とを行っているのか。“さまざまな”という表現でまとめられてしまうとわかりに

くく、意見を出した人は納得しないと思う。 

委 員：就労している人に対しては、チラシなど、具体的に情報が入るが、専業主婦や働い

ていない人たちは、自分で働きかけなければ具体的に情報を得られないと思う。 

事務局：市としても、情報提供に関しては課題であると考えており、第二期計画でも、子育

てに関する情報を積極的かつ的確に発信することを記載している。パブリックコメ

ントでは、個々の意見に対して直接回答しないこととしており、同じような意見に

ついてはひとつにまとめて市の考えを示しているので、“さまざまな”という大き

なくくりの答えになっている。記載内容については、情報発信のことなども含め、

再度検討する。 

委 員：相談窓口など具体的に記載してもらえるとよいのではないかと思う。 

 

委 員：小規模保育事業所を増やすということだが、幼稚園や保育園業界では人材不足が加

速している状況であり、人材の取り合いということも少なからず考えられるのでは

ないか。人材確保に関して、大和市としては、完全に小規模保育事業所に任せるの

か、補助金を出すのか、考えがあれば教えてほしい。 

事務局：認可保育所など、市が整備を進めている保育施設に関しては、保育所の雇用につな

がる補助金を創設して活用しているところである。保育士の確保策については、市
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単独で実施することは難しいと考えている。他市や他県の状況をみても、保育士が

東京都に集中してしまう状況があるので、そこから保育士に来てもらうことは、例

え賃金を上げたとしても、一時的な効果しかないと考えている。市としては、補助

金の活用についても働きかけるが、やはり長く働ける環境を整備していくことが重

要だと考えているため、困ったことがあったときに、働いている保育園だけではな

く、行政もバックアップしていくといった取り組みを進めているところである。そ

のほか、来年度は、大和市の保育施設や幼稚園を中心とした就職相談会を実施でき

ないか検討を進めており、可能な限り、大和市の子育てに関わる保育士を確保した

いと考えている。 

もう１点は、潜在保育士の問題である。保育士の資格を取得した人が実際どれくら

い保育園などに就職しているか国の統計等をみると、約半数しか働いていないとの

データがある。そういった方に、現在、公立保育園では、その方の条件に合わせた

ジョブトレーニングを実施している。プログラムも含めて、ひとりひとりの状況を

聞きながら、研修の内容を設定し、まずは保育の感覚を取り戻していただき、続い

て短期間の雇用を開始する、という取り組みである。このような取り組みを実施す

る中で、できるだけ市内の潜在保育士を掘り起こしていきたい。 

委 員：潜在保育士の掘り起こしについて、大和市内の事業所と市で、どのぐらい連携して

行っているのか。例えば、市の認可の施設だけなのか、あるいは、ある一定のとこ

ろだけなのか。一部だけということであれば、先々難しいのではないかと思う。市

として、例えば、子育てに関する施設全体に対して数年かけて実施していくなど、

考え方を聞きたい。 

事務局：この取り組みは、公立保育園の保育士を確保するためだけに始まったものではない。

ジョブトレーニングに参加した方に対しては、可能な範囲で民間保育施設の情報も

提供しており、実際、民間の保育園に就職した人もいる。しかし、それぞれの保育

事業者ごとに給与体系も雇用体系も違うので、市がそれらを全て集約してマッチン

グさせることは難しいと考えている。また、このようにジョブトレーニングをはじ

め、少し働きたいと言う保育士の多くは、自身の子どもを幼稚園に預けており、勤

務できる時間帯がどうしても限られてしまう。そういった時間帯は、民間の保育事

業者も人手が足りているため、そこがうまく噛み合わないことになる。とはいえ、

まずは少しでも働いていただかないことには次につながらないため、公立保育園に

おいては、正規職員のシフトを工夫する中で、できるだけスポット対応に従事して

いただくなど工夫している。仕事に慣れていただく中で、勤務時間を延ばしたいと

言われるケースもある。すぐに効果は出ないかもしれないが、このように、一人、

二人という形で対応していくことが必要であると捉えている。 

 

委 員：２ページの４番に「公私連携型保育所で０歳児から預かる一時預かり事業を実施す
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る予定」とある。私は職場で一時保育を担当しており、そこでは１歳から預かりを

しているが、０歳から預かりをしている保育所があるのか。 

事務局：現時点で生後８週から預かっている保育施設は６施設ある。ちなみに公立保育園で

は、６か月から子どもを預かっている。 

会 長：他に意見や質問等はあるか。ないようであれば、以上とする。 

 

（２）第二期子ども・子育て支援事業計画（素案）について（答申） 

事務局：（第二期計画（素案）の一部修正及び答申案について説明） 

会 長：ただいま説明について、ご意見・ご質問がありましたらお願いします。 

委 員：（意見・質問なし） 

会 長：ないようであれば、この答申案を妥当なものと考え、この会議からの答申としてよ

いでしょうか。 

委 員：（意義なし） 

会 長：ありがとうございます。各委員は、それぞれ（案）の字を削除していただき、この

内容で、本会議から答申いたします。 

    （答申書の交付） 

 

４．その他 

事務局：（資料に基づき、３点情報提供） 

会 長：以上３点について、ご意見・ご質問がありましたらお願いします。 

 

①週５日体制で子どもたちの放課後の居場所を拡充（令和２年度に予定する施策から） 

委 員：保護者の方から「放課後子ども教室」と「放課後ひろば」は違うものなのかと聞か

れることがある。配布物など作成していると思うが、直接足を運んでお知らせする

など、アピール方法を工夫しなければ、同じものであるという情報が行き渡らない

と思う。また、「放課後子ども教室」と「放課後寺子屋やまと」が保護者の中では分

かりにくく、“教室”と言われると、学びの場という印象が強くなるようで、遊べ

ないのかと質問を受けることもある。また、「放課後児童クラブ」に通っている子

は「放課後ひろば」を利用できるのかと聞かれることも多い。このような疑問点に

ついて、児童クラブの支援員に聞けば何でも分かると思っている保護者の方も多い

ため、この辺りの情報について、公設の児童クラブの支援員の方にも共有すること

で、これから新年度を迎えたときに、周知しやすくなると思う。また、情報がひと

つにまとまったプリント等があるとより分かりやすいのではないか。 

２点目として、放課後子ども教室において、支援の必要な子どもに対し、パートナ

ーが困っている様子を目にすることがある。今後、実施日を増やすと、放課後児童

クラブを辞めて、放課後子ども教室を利用する家庭もあると思うが、児童クラブで
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は比較的、保護者と密にやり取りができるので、支援級でなかったとしても、その

子どもに対してどのように配慮すべきか、直接聞き取りができる。また、保護者の

方からアピールがなかったとしても、毎日預かっている中で気づいた点について、

会話をすることもできるが、パートナーの立場だと保護者の方が迎えに来るわけで

はないため、困ってしまうのではないか。その辺りについて、今後どのように対応

していくのか心配している。この部分に関しては何らかの対策を取る必要があると

思う。保護者にとっては、子どもが帰宅しないでそのまま遊べるので、非常にあり

がたい事業であるとは思うが、子どもをしっかりと見守れるように、パートナーと

保護者の方が連絡を取り合えるようなツールは必要だと思う。 

３点目は、高学年の子が校庭でサッカーをしたり野球をしたり思いきり体を動かし

ている中に低学年の子がいて危ないと感じたり、反対に、小さい子が多くて高学年

の子がすごく気を使って遊ばなければならない場面もあるので、曜日や時間を工夫

できればよいのではないかと思う。また、女の子の親御さんにとっては、是非使い

たい事業だと思うので、女の子も利用しやすいような雰囲気づくりや、場所の確保

ということもできればよいと思う。 

事務局：「放課後子ども教室」は“教室”と呼ぶこともあれば、“ひろば”と呼ぶこともある。

また、「放課後子ども教室」とは、文部科学省が計画等で使っている定義で、補助

金の申請や事業の実施にあたっては、「放課後子ども教室」と記載している。学校

説明会等においては、「放課後子ども教室」、「放課後児童クラブ」、「寺子屋やまと」

について説明しているが、３つが混在することによって、保護者の方にとってはわ

かりにくいものとなってしまっている。今後、事業については指導室が実施するた

め、例えば、お知らせしたいことを一緒に PR するなど、統一性を図ることができ

ると考えている。今後、そういった広報の部分についても、指導室と連携を取りな

がら、保護者の方に理解してもらえるように努めていきたいと思う。 

支援が必要な子への対応についても、指導室に移管するにあたって、現場のパート

ナーの方々と課題を共有しながら進めていきたい。 

また、放課後子ども教室の利用については、現状、１年生から６年生までさまざま

な年齢の子どもたちが一斉に遊んでいる状況であるが、一方では同学年の子ども

同士で遊んでいたり、一方ではグループで分かれていたり、一方では大きい子と小

さい子が混ざって遊んでいたりもする。そういった場面ごとで、パートナーは気を

使って見てくれているとは思うが、いただいたご意見についても、今後の放課後子

ども教室の運営にあたって、会議等で情報提供していきたい。 

 

委 員：放課後の場が毎日確保されることは、子どもたちにとっても、保護者にとっても、

非常によいことだと思う。新しい事業を始めると、最初は混乱すると思うが、その

中でも意識してほしいことが２つある。１つは、今回、放課後子ども教室と放課後
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寺子屋やまとが一緒になったが、去年から始まった放課後寺子屋プログラミング教

室は別物であることが、保護者にとってわかりにくいと思う。恐らく、放課後寺子

屋やまとでもＰＣ教室を使った活動があり、放課後の時間帯に開催することも十分

考えられるため、混乱しないよう、保護者にも子どもたちにも伝わるようにお願い

したい。 

２つ目は、放課後の事業が始まり、尊い命が失われたことがきっかけで、直接参加

が始まったことを忘れてはならないということである。自転車で行くことがなく

なったのも、交通事故が起きてからだったと記憶している。現在ではこの事業が安

定して実施できているが、対応が後手に回った経緯がある。来年度から新しい体制

で事業が進んだときに、一番懸念されることが下校である。子どもたちが毎日決ま

った時間に帰らない状況が発生する。そこを今回、大変なことが起きる前に、手立

てが取れるようにしてほしい。今、学校で考えていることは、時間を区切って子ど

もたちを帰らせ、その後に残る子どもは親が迎えに来てもらう方法である。事故が

起きて、後になって仕組みが整備されるような流れには二度としてほしくないと

思う。慎重にスタートしてほしい。 

事務局：放課後寺子屋プログラミング教室については、担当者会議において、曜日等も含め、

今後の方向性等を確認していきたい。児童の安全については、下校時等にパートナ

ーが交差点や学校の校門に立ち、支援している学校もあるが、児童の帰宅時間がバ

ラバラになると、事故の危険性も考えられるため、今一度、実務者レベルの会議で

児童の安全について確認を図っていきたい。 

委 員：放課後寺子屋プログラミング教室の所管は教育研究所なのか。申込み方法がよく

わからず、学校の先生もよくわかっていない様子だった。また、放課後寺子屋プ

ログラミング教室の参加については、児童クラブと学校との間で情報共有がされ

ているものと思っていたが、子どもが何の連絡もなく児童クラブに帰ってこない

というようなことが何回かあったと聞いた。学校ごとに対応が違うのかもしれな

いが、放課後寺子屋プログラミング教室については、保護者だけでなく、児童ク

ラブにも情報提供があるとよいと思う。特に保護者は児童クラブの支援員に聞き

たがる傾向にあるので、説明があるとありがたい。実際は学校に聞くのが一番よ

いと思うが、基本的なルールが頭に入っていないと、子どもがどこにいるのか、

把握しにくい状況になっている。 

事務局：いただいたご意見に関しては、所管の教育研究所に情報提供させていただく。また、

児童クラブの子が参加した場合の対応やルールなどについても確認しておきたい。 

 

会 長：ほかに意見や質問等はありますか。意見がないようであれば、以上とします。 

 


